
放射性物質による環境の汚染の防止のための
関係法律の整備に関する法律（平成25年法律第60号）

放射性物質による環境の汚染の防止のための
関係法律の整備に関する法律（平成25年法律第60号）

○環境法体系の下で放射性物質による環境の汚染の防止のための措置を行うことができること
を明確に位置づけるため、平成24年通常国会において成立した原子力規制委員会設置法の附則

により、環境基本法について、放射性物質による大気等の汚染の防止について原子力基本法等
に対応を委ねている規定が削除された。

○一方、個別環境法は、未だ、放射性物質による環境の汚染の防止のための措置についてその
適用を除外とする規定（適用除外規定）を有した状態となっている。

○環境法体系の下で放射性物質による環境の汚染の防止のための措置を行うことができること
を明確に位置づけるため、平成24年通常国会において成立した原子力規制委員会設置法の附則

により、環境基本法について、放射性物質による大気等の汚染の防止について原子力基本法等
に対応を委ねている規定が削除された。

○一方、個別環境法は、未だ、放射性物質による環境の汚染の防止のための措置についてその
適用を除外とする規定（適用除外規定）を有した状態となっている。

1

背景背景

放射性物質による環境の汚染を防止するため、放射性物質に係る適用除外規定を有する大気
汚染防止法等の関係法律について、当該規定を削除し、放射性物質による大気汚染に係る常時
監視を行うこととする等、放射性物質による大気汚染等の防止措置を原子力基本法等に委ねる旨
の環境基本法第13条の規定が原子力規制委員会設置法附則第51条の規定により削除されたこと

を踏まえた所要の措置を講ずる。

放射性物質による環境の汚染を防止するため、放射性物質に係る適用除外規定を有する大気
汚染防止法等の関係法律について、当該規定を削除し、放射性物質による大気汚染に係る常時
監視を行うこととする等、放射性物質による大気汚染等の防止措置を原子力基本法等に委ねる旨
の環境基本法第13条の規定が原子力規制委員会設置法附則第51条の規定により削除されたこと

を踏まえた所要の措置を講ずる。

改正内容

○従来、環境基本法は、放射性物質による大気の汚染等の防止のための措置について、原子力
基本法やその関係法律の枠組みの中で適切に処理されることを前提として、これらの法律に対
応を委ねていた。

○しかし、平成23年の東京電力福島第一原子力発電所の事故により、大量の放射性物質が一
般環境中に放出。

○従来、環境基本法は、放射性物質による大気の汚染等の防止のための措置について、原子力
基本法やその関係法律の枠組みの中で適切に処理されることを前提として、これらの法律に対
応を委ねていた。

○しかし、平成23年の東京電力福島第一原子力発電所の事故により、大量の放射性物質が一
般環境中に放出。

＜大気汚染防止法、水質汚濁防止法＞
放射性物質による大気汚染及び水質汚濁に係る適用除外規定を削除するとともに、放射性物

質による大気汚染及び水質汚濁に係る常時監視の規定を設ける。

＜環境影響評価法、南極地域の環境の保護に関する法律＞
放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を削除し、環境影響評価手続及び南極地域活

動計画の確認を始めとする措置の対象に放射性物質による環境への影響を含める。

※なお、以上に掲げる法律以外の放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を有する個別環境法
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等）については、放射性物質汚染対処特措法との関係や
施行状況などを踏まえた検討が必要であることから、同法の見直し規定も踏まえて、別途検討することとす
る。

※公布の日は平成25年６月21日
大気汚染防止法、水濁汚濁防止法：公布の日から６ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日
南極地域の環境の保護に関する法律：公布の日から１年を超えない範囲内において政令で定める日
環境影響評価法：公布の日から２年を超えない範囲内において政令で定める日

施行期日
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○
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
常
時
監
視
）

（
常
時
監
視
）

第
二
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

第
二
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
大
気
の
汚
染
の
状
況
を
常
時

に
よ
り
、
大
気
の
汚
染
（
放
射
性
物
質
に
よ
る
も
の
を
除
く
。

監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状
況
を
常
時
監
視

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
常
時
監
視
の
結
果
を
環
境
大
臣

前
項
の
常
時
監
視
の
結
果
を
環
境
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

３

環
境
大
臣
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射

性
物
質
（
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十
四
条
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
大
気
の
汚
染
の
状
況
を
常
時

監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
表
）

（
公
表
）

第
二
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

第
二
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
係

に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
係
る
大
気
の
汚
染
の
状
況

る
大
気
の
汚
染
の
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

環
境
大
臣
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射

性
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
の
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
適
用
除
外
等
）

（
適
用
除
外
等
）

第
二
十
七
条

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
大
気

の
汚
染
及
び
そ
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

（
略
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
発
生
施
設

４

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
発
生
施
設

等
に
お
い
て
発
生
し
、
又
は
飛
散
す
る
ば
い
煙
等
に
起
因
す
る

等
に
お
い
て
発
生
し
、
又
は
飛
散
す
る
ば
い
煙
等
に
起
因
す
る

大
気
の
汚
染
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を

大
気
の
汚
染
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
に

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
に

対
し
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
十
七
条
の
八
又
は
第
十
八

対
し
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
十
七
条
の
八
又
は
第
十
八

条
の
八
の
規
定
に
相
当
す
る
電
気
事
業
法
、
ガ
ス
事
業
法
又
は

条
の
八
の
規
定
に
相
当
す
る
電
気
事
業
法
、
ガ
ス
事
業
法
又
は

鉱
山
保
安
法
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す

鉱
山
保
安
法
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

５

（
略
）

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
発
生
施
設

６

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
発
生
施
設

等
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
七

等
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
七

条
の
十
一
、
第
十
八
条
の
四
又
は
第
十
八
条
の
十
一
の
規
定
に

条
の
十
一
、
第
十
八
条
の
四
又
は
第
十
八
条
の
十
一
の
規
定
に

よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
行
政
機

よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
行
政
機

関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
大
臣
の
指
示
）

（
環
境
大
臣
の
指
示
）

第
二
十
八
条
の
二

環
境
大
臣
は
、
大
気
の
汚
染
に
よ
り
人
の
健

第
二
十
八
条
の
二

環
境
大
臣
は
、
大
気
の
汚
染
に
よ
り
人
の
健

康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要

康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
第
三
十
一
条

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
第
三
十
一
条

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
に
対

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
に
対
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し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
関
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
関
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十

三

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十

七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
関
す
る
事
務

七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
関
す
る
事
務

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
三
十
一
条
の
二

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

第
三
十
一
条
の
二

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
第
五
条
の
二
第
一
項

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
第
五
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
指
定
ば

の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
指
定
ば

い
煙
総
量
削
減
計
画
の
作
成
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に

い
煙
総
量
削
減
計
画
の
作
成
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
五
条
の

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
五
条
の

二
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二

二
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
処

項
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
地

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す

項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
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○
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
常
時
監
視
）

（
常
時
監
視
）

第
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

第
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水

よ
り
、
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
（
放
射
性
物

質
の
汚
濁
の
状
況
を
常
時
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

質
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
状
況
を
常
時
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
常
時
監
視
の
結
果
を
環
境
大
臣

前
項
の
常
時
監
視
の
結
果
を
環
境
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

３

環
境
大
臣
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射

性
物
質
（
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
十
七
条
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水

質
の
汚
濁
の
状
況
を
常
時
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
表
）

（
公
表
）

第
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

第
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
属
す

よ
り
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
属
す
る
公
共
用
水
域
及
び
当

る
公
共
用
水
域
及
び
当
該
区
域
に
あ
る
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁

該
区
域
に
あ
る
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
状
況
を
公
表
し
な
け

の
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

環
境
大
臣
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射

性
物
質
に
よ
る
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
状

況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
適
用
除
外
等
）

（
適
用
除
外
等
）

第
二
十
三
条

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
水
質

の
汚
濁
及
び
そ
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

（
略
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
に
係
る

４

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
に
係
る

排
出
水
若
し
く
は
特
定
地
下
浸
透
水
又
は
同
項
に
規
定
す
る
指

排
出
水
若
し
く
は
特
定
地
下
浸
透
水
又
は
同
項
に
規
定
す
る
指

定
施
設
か
ら
地
下
に
浸
透
す
る
有
害
物
質
を
含
む
水
に
起
因
す

定
施
設
か
ら
地
下
に
浸
透
す
る
有
害
物
質
を
含
む
水
に
起
因
す

る
公
共
用
水
域
又
は
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
に
よ
り
人
の
健
康

る
公
共
用
水
域
又
は
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
に
よ
り
人
の
健
康

又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
第
八
条
又
は
第
八
条
の

る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
第
八
条
又
は
第
八
条
の

二
の
規
定
に
相
当
す
る
鉱
山
保
安
法
、
電
気
事
業
法
又
は
海
洋

二
の
規
定
に
相
当
す
る
鉱
山
保
安
法
、
電
気
事
業
法
又
は
海
洋

汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

５

（
略
）

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
表
第
一
号
又
は
第
五
号
の
上

６

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
表
第
一
号
又
は
第
五
号
の
上

欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、

欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、

第
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
十
四

第
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
十
四

条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
、
同

条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
、
同

表
第
二
号
又
は
第
六
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
第
十
三
条

表
第
二
号
又
は
第
六
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
第
十
三
条

の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
を
、
同
表
第
三
号
、
第
七
号
又
は
第
十
一
号

規
定
に
よ
る
命
令
を
、
同
表
第
三
号
、
第
七
号
又
は
第
十
一
号

の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
を
、
同
表
第
九
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
第
十

よ
る
命
令
を
、
同
表
第
九
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
第
十
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三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は

第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
、
同
表
第
十
号

第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
、
同
表
第
十
号

の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
行
政
機

よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
行
政
機

関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
大
臣
の
指
示
）

（
環
境
大
臣
の
指
示
）

第
二
十
四
条
の
二

環
境
大
臣
は
、
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の

第
二
十
四
条
の
二

環
境
大
臣
は
、
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の

水
質
の
汚
濁
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を

水
質
の
汚
濁
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道

防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道

府
県
知
事
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
特

府
県
知
事
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
特

別
区
を
含
む
。
）
の
長
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
関
し
必

別
区
を
含
む
。
）
の
長
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
関
し
必

要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
関
す
る
事
務

三

第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
関
す
る
事
務

四

（
略
）

四

（
略
）

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
二
十
八
条
の
二

第
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五

第
二
十
八
条
の
二

第
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

条
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る

第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。




